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民事再生手続き開始の申立てに関する補足説明 

 

 

当社は、別途開示の「民事再生手続き開始の申立てに関するお知らせ」のとおり、平成 23 年 9 月 26

日の臨時取締役会において、民事再生手続き開始の申立てを行うことについて決議いたしましたが、「民

事再生手続き開始の申立てに関するお知らせ」について、別途補足説明すべきと考えましたので、お知

らせいたします。 

  

 

 

1．申立ての経緯及び理由についての補足説明 

 

平成 23 年 9 月 7 日及び 15 日に開示しておりますとおり、当社は、債権額に満たない価額にて担保資

産を売却したことにより、当社は再び債務超過の状態となりました。当社は平成 22 年 5 月に一時的に債

務超過となりましたが、債権残余部分の買入消却により、特別利益を計上し、債務超過状態を解消して

おります。以後、有利子負債削減のため 4 回にわたり同様の担保資産売却及び会計上の処理を行いまし

た。 

 

以前と同様に、債権残余部分が第三者に売却されるのを待ち、当該第三者から額面を下回る価額で買

入れ、消却し、債務超過を解消するための準備を整えるべく、買入れのための資金調達に向けて経営努

力を継続いたしました。 

 

その過程において、債権残余部分がサービサー等の第三者に売却されるまでに約 3～6カ月以上の期間
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が経過する可能性があることが判明いたしました。また、最近の NPL（Non-Performing Loan：不良債権）

売買市場においては、参加者が案件の取得を優先するあまり、債権の実態から乖離した価額にての応札

も行われていることが判明し、仮に当社が想定していた価額以上でサービサー等に落札された場合、当

社が、新債権者であるそのサービサー等から買入れることができない可能性が懸念されました。 

 

また、当社の経営再建に協力的でないサービサー等が債権残余部分を保有するに至った場合、当社の

経営再建に著しい支障をきたす可能性があったため、はたして債権残余部分が NLP 売買市場に出回る事

態を待つべきかについて、当社において慎重に検討したところ、民事再生法の活用も選択肢として検討

すべき、という結論に至りました。民事再生法に基づいた債務整理においては、当社の再生を目的とし

て、裁判所等の監督下において、債務整理が行われるためであります。 

 

当社は、上場を維持することにより資金調達の選択肢を残すことは当社再生のためには極めて重要で

ある、と考え、先ず、第一選択肢として、上場維持を前提とした民事再生法の活用について直ちに検討

を開始いたしました。上場維持を前提とした再生計画が承認された場合、臨時株主総会を開催し、制度

上の上限に近接する株式数の普通株式発行についての承認を得た後に、当社スポンサー最有力候補であ

った公開会社に対して株式を割当てることにより、有意な額の資金の調達の可能性があったこと、調達

された資金の大部分を債務弁済に充当すること、株主責任については、返済資金調達のために著しい希

薄化が発生すること、さらに、株式に対して完全減資に近い減資を行うことにより、上場維持について

金融機関の理解を得られる可能性があると考えました。 

 

このような想定の下、金融機関からの合意を得るために必要な具体的過程について早急に検討したと

ころ、上場維持に必要な数の金融機関からの合意を得るためには、最低でも 3 カ月の期間を要すこと、

当社の取引金融機関総数から勘案すると、場合によっては 3 カ月以上かかる可能性があること、金融機

関が株主責任を極めて厳しく問う可能性があること、合意取得を試みる間に当社の現預金が事業維持に

必要な額を下回る可能性があること、仮に現預金が不足した状態となった段階で合意取得が不調に終わ

り、上場維持を前提とした民事再生法の活用を断念するに至った場合、通常の民事再生手続きに係る申

立てが受理されない事態となる可能性があることが指摘されました。このようなリスク要因がある中で、

あえて上場維持を前提とした民事再生法の活用に向けて努力を続けることは、さらに深刻な事態を招く

ことになりかねないと考えるに至り、上場維持については、誠に遺憾ながら断念せざるをえませんでし

た。 

 

以上が民事再生手続き開始申立てを検討することとなった発端と経緯でありますが、より根本的な問

題として、巨額の債務に対して担保価値が著しく下落していること、キャッシュフローが極めて不安定

であること、今後不動産市況が急激に改善する見込みがないことが挙げられます。当社は平成 21 年 5 月

以降、金融機関に対して借入金の返済条件の緩和を要請し、以後、必要に応じて返済猶予等について承

諾を受領し、担保資産売却により可能な限り負債を圧縮し、債権の残余部分については額面以下による

買入消却により債務超過を回避しつつ、経営再建の望みをつないでまいりました。 

 

金融機関は、当社に対して、強硬な回収を行う予定はない、という趣旨のご内意を繰り返し示して下
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さっていたものの、経営再建の柱となる新規自社開発のための資金の調達は、当社の財務状況において

は困難であるという現実は、深刻な問題として立ちはだかっておりました。 

 

また、このような状況下においては、当社自社物件の在庫は減少の一途をたどることは明らかであり、

平成 23 年 10 月以降の借入金の返済猶予のために必要とされた根拠が明確である事業計画の策定は不可

能と判断いたしました。以上の理由により、平成 23 年 10 月以降については、借入金の返済猶予を受け

られる可能性は極めて低いこと、また、短期間に抜本的な事業再建策を実施することが不可欠と判断し、

本申立てに至った次第です。 

 

 

 

2．株主及び債権者の皆様へのお詫び 

 

当社は、まず、店頭公開時に株式市場から資金を調達し、東京証券取引所上場以後、2 度にわたり株

式市場から資金を調達いたしました。この資金調達により、金融機関との取引を拡大することが可能と

なり、当社は飛躍発展を重ね、東北で首位を占めるまでの地位に昇りつめた時期もありました。しかし、

世界的な金融市場の混乱と不動産市場の低迷によって生じた課題はあまりにも重く、また、上場維持に

ついては、回避できない制約に直面し、誠に遺憾ながら断念することとなりました。株主及び債権者の

皆様に対して多大なるご迷惑をかける事態となりましたことを、取締役一同、ここに伏してお詫び申し

上げます。 

 

 

以上 


